
 
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
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を
こ
こ
に
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す
る
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生
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づ
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す
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め
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例
施
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則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
帳
簿
の
整
備
） 

第
三
条 

保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
設
備
、
職
員
、
会
計
及
び
利
用
者
の
処
遇
の
状
況
に
関
す
る
帳
簿
を
整

備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
救
護
施
設
の
入
所
者
の
処
遇
等
） 

第
四
条 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
必
要
に
応
じ
、
入
所
者
の
日
常
生
活
に
充
て
ら
れ
る
場
所
に
つ
い
て
採

暖
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
一
週
間
に
二
回
以
上
、
入
所
者
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
し
き
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
教
養
又
は
娯
楽
に
供
す
る
設
備
等
を
備
え
る
ほ
か
、
適
宜
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
行
事
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
救
護
施
設
の
入
所
者
に
係
る
金
銭
の
帳
簿
整
備
） 

第
五
条 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
係
る
金
銭
の
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
救
護
施
設
の
給
食
） 

第
六
条 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
た
献
立
に
従
っ
て
、
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
心
身

の
状
況
及
び
し
好
を
考
慮
し
た
給
食
を
、
入
所
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
救
護
施
設
に
お
け
る
健
康
管
理
） 

第
七
条 

救
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
対
し
て
、
そ
の
入
所
時
及
び
毎
年
定
期
に
二
回
以
上
健
康
診

断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

更
生
施
設
に
お
け
る
作
業
指
導) 

第
八
条 

更
生
施
設
の
設
置
者
は
、
作
業
指
導
の
種
目
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
及
び
入

所
者
の
職
歴
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
準
用
） 



第
九
条 

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
更
生
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


